
議案第１８３号 

静岡市国民健康保険条例の一部改正について 

 静岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和２年１１月２４日提出 

静岡市長  田 辺 信 宏     

   静岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 静岡市国民健康保険条例（平成16年静岡市条例第19号）の一部を次のように改正する。 

 第10条第１項中「第35条の２第１項」の次に「、第35条の３第１項」を加える。 

 第23条第１項第１号中「第314条の２第２項に掲げる金額」を「第314条の２第２項第１号に

定める金額（世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（次号

及び第３号並びに第３項において「世帯主等」という。）のうち給与所得を有する者（前年中に

同条第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第１項に規定する給与所得について同

条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金

額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係

る所得を有する者（前年中に地方税法第314条の２第１項に規定する総所得金額に係る所得税法

第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除

額の控除を受けた者（年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超え

る者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限

る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下この号、次号及び第３号並び

に第３項において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては、地方税法第314

条の２第２項第１号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて

得た金額を加えた金額）」に改め、同項第２号及び第３号中「第314条の２第２項に掲げる金額」

を「第314条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得

た金額を加えた金額）」に改め、同条第３項第１号中「（青色専従者給与額又は事業専従者控除

額については、同法第313条第３項、第４項又は第５項の規定を適用せず、所得税法第57条第１

項、第３項又は第４項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分し



て計算される所得の金額の算定についても同様とする。以下同じ。）」を削り、「第314条の２第

２項に掲げる金額」を「第314条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数

に10万円を乗じて得た金額を加えた金額）」に改め、同項第２号及び第３号中「第314条の２第

２項に掲げる金額」を「第314条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数

に10万円を乗じて得た金額を加えた金額）」に改める。 

 第26条第２項第３号中「第３項」を「第４項」に改める。 

 附則第８項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（」

に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下こ

の項において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その

年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 

附則第９項中「所得税法」と」の次に「、「110万円」とあるのは「125万円」と」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の静岡市国民健康保険条例第23条及び附則第９項の規定は、令和３

年度以後の年度分の保険料について適用し、令和２年度分までの保険料については、なお従

前の例による。 


